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令和３年度 三重県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修開催要項 

 

１ 目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百

二十三号。以下「障害者総合支援法」という。）及び児童福祉法（昭和二十二年法律第

百六十四号）の適正かつ円滑な運用に資するため、サービスや支援の質の確保に必要な

知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ること

を目的とする。 

 

２ 実施者 

社会福祉法人三重県社会福祉協議会（三重県から受託） 

 

３ 研修対象者 

研修対象者は、次のいずれかに掲げる者で、事業所が推薦する者とする。 

（１）サービス管理責任者（サビ管） 

三重県内に所在する障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所におい

て、サービス管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる業務に応じ、

通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有し、「相談支援従事者初任者研修・講義

部分（２日間）」の受講を修了している者、又は、「令和３年度相談支援従事者初任者研

修・講義部分（２日間）」を修了見込みの者（※） 

（※）今年度は、相談支援従事者初任者研修講義部分２日間とサービス管理責任者等基

礎研修２日間の内容を、一連の研修として実施します。 

なお、基礎研修修了日以後、実践研修受講開始日前の５年間に通算して２年以上、

事業所において一定のサービス管理責任者等の業務をとおして受講者の人材育成を

図る必要があるため、OJT に関して、実施事業所を確定しておいてください。 

 

業務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務

（社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることが

できる） 

３年 

国家資格等による業務に通算３年以上従事している者による

相談支援の業務及び直接支援の業務（国家資格等による業務

の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可） 

１年 
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（２）児童発達支援管理責任者（児発管） 

三重県内に所在する児童福祉法に基づく指定障害児通所支援及び指定障害児入所支援の

事業所において、児童発達支援管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げ

る業務に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有し、「相談支援従事者初任

者研修・講義部分（２日間）」の受講を修了している者、又は、「令和３年度相談支援従事

者初任者研修・講義部分（２日間）」を修了見込みの者（※） 

（※）今年度は、相談支援従事者初任者研修講義部分２日間とサービス管理責任者等基

礎研修２日間の内容を、一連の研修として実施します。 

なお、基礎研修修了日以後、実践研修受講開始日前の５年間に通算して２年以上、

事業所において一定のサービス管理責任者等の業務をとおして受講者の人材育成を

図る必要があるため、OJT に関して、実施事業所を確定しておいてください。 

 

業務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務

（社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることが

できる） 

３年 

国家資格等による業務に通算５年以上従事している者による

相談支援の業務及び直接支援の業務（国家資格等による業務

の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可） 

１年 

 

４ 受講定員 

３００名（全日程合計) 

 

５ 実施方法 

  本研修は、全日程オンラインで実施します。 

  ・相談支援従事者初任者研修講義部分：オンデマンド動画視聴（YouTube）（※） 

  ・サビ管・児発管基礎研修：オンデマンド動画視聴（YouTube） 

演習の一部のみ、リアルタイムでの意見交換（Zoom） 

  （※）これまでに、「相談支援従事者初任者研修または同講義部分」を修了・受講した

者については、省略できる。 
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６ 研修日程 

  ≪オンデマンド動画配信期間≫ 

前半：１１月８日（月）〜１１月２２日（月）（予定）のうち、各自、都合の良い時間帯。 

後半：１２月２日（木）〜１２月 ９日（木）（予定）のうち、各自、都合の良い時間帯。 

  ※詳細については受講決定時に通知します。 

 

  ≪Zoom での演習≫ 

下記、日程表のうち、当会が指定する時間帯。  

  ※受講決定時に日程を通知します。 

どの時間帯でも参加できるよう、スケジュールの調整をお願いします。 

           

  【演習日程表】 

 １１月２５日（木） １２月１日（水） 

１０：００〜１１：３０ A 日程 D 日程 

１３：００〜１４：３０ B 日程 E 日程 

１５：３０〜１７：００ C 日程 F 日程 

 

 

７ カリキュラム 

  研修のカリキュラムは別表 1 のとおり 

 

８ 申込方法 

①「オンライン上（Google フォーム）での基本情報入力」と②「必要書類の提出」に

よって、申込を受け付けます。（９月２１日（火）締切） 

 

① オンライン上（Google フォーム）での基本情報入力 

本会ホームページ（https://www.miewel-1.com/training/）から、Google フォー

ムにアクセスし、９月２１日（火）１７時までに送信してください。 

 

 《Google フォームの場所》 

三重県社会福祉協議会 HP ⇨「研修情報」⇨「障がい福祉サービス事業所向け研修」

⇨「【サビ管・児発管基礎研修】受講申込のお知らせ」⇨「申込フォーム」 
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② 必要書類の提出 

 

受講の対象となる者(①又は②) 提出いただく書類 

① 今年度、相談支援従事者初任者研修(講

義部分)を修了見込みの者 

【１】実務経験証明書 

又は同一在職期間証明書 

【２】資格証明書の写し 

【３】（新規立ち上げの方）確認書 

（その他の方）推薦書 

【４】返信用封筒⇨長形３号（Ａ４用紙３

つ折りが入るサイズ）に９４円切手

を貼付。宛名には、申込者名を明記。 

② 令和２年度までに相談支援従事者初任

者研修（又は同講義部分）を修了した者 

【１】受講証明書又は修了証の写し 

【２】（新規立ち上げの方）確認書 

（その他の方）推薦書 

【３】返信用封筒⇨長形３号（Ａ４用紙３

つ折りが入るサイズ）に９４円切手

を貼付。宛名には、申込者名を明記。 

 

⇩ 

郵送で申込をしてください。 

   ※持参、FAX、E メール等、郵送以外での申込は一切受け付けません。 

   ※申込内容について問い合わせをすることがあるため、予め提出書類の控えをお取

りください。 

   ※提出書類が整っていない場合は受付いたしかねますので、不備のないように申込

ください。 

 

《申込先（書類送付先）》 

    〒５１４－８５５２ 三重県津市桜橋２丁目１３１ 三重県社会福祉会館２階 

    社会福祉法人 三重県社会福祉協議会 福祉育成支援課  

サービス管理責任者等基礎研修担当 宛 

 

《申込期限》 

     令和３年９月２１日（火）迄 （当日消印有効） 

     ※申込期限後に到着した書類は受け付けることができません。 
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９ 受講決定 

Google フォーム及び提出書類等の記載内容により受講可否を決定し、１０月中旬を目

途に、受講申込者宛てに通知します。 

※１０月２２日時点で受講可否通知が届かない場合は、事務局までお問合せください。 

なお、受講申込者が多数見込まれるため、研修の趣旨に鑑み、以下の点を考慮して決

定します。 

① 新たに立ち上げる事業所において、サービス管理責任者又は児童発達管理責任者

として配置される者を優先 

② 既にサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験を満

たしている者で、１年以内にサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者と

して事業所に配置される者を優先 

③ サービス管理責任者又は児童発達管理責任者の必要な数を配置することができ

ず、現に減算となっている事業所に配置される者を優先 

 

１０ 研修課題 

課題の内容等については、受講決定通知にて示すものとします。 

 

１１ 受講費用 

① 相談支援従事者初任者研修・講義部分＋サビ管・児発管基礎研修を受講の方 

１０，０００円 

② サビ管・児発管基礎研修のみ受講の方 

５，０００円 

受講決定通知と併せて納入通知書を送付しますので、納入通知書に記載された期日

までに必ず納付してください。納入後は、いかなる場合でも受講料の返金はしません

ので、予めご承知ください。 

 

１２ 修了証書 

・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修を修了（修了証書を交

付）するためには、①相談支援従事者初任者研修の講義部分、②サービス管理責任

者・児童発達支援管理責任者基礎研修の講義及び演習を、全て受講することが必要

です。 

・１５分以上の遅刻、早退は一切認めないものとします。また、受講態度が著しく

不良の場合（私語、居眠り、携帯電話の使用等）は、修了証書を発行できません。 

・修了証書は三重県が発行し、研修終了後に受講者本人へ直接交付するものとしま

す。 

 



6 

 

１３ 留意点 

三重県知事は、修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名を記載した名簿

を作成し、個人情報として十分な注意を払った上で管理するものとします。 

 

１４ オンライン環境等について 

・Youtube 及び Zoom によるオンラインでの受講となりますので、機器環境等につ

いて別紙３を参照し、必ずご確認ください。 

・研修を受講するにあたり、ご不明な点やご不安な事がございましたら、事前に事

務局までお知らせください。 

   ・研修動画の一部又は全部を録音・録画し、保存する等の一切を禁じます。また、

動画を受講者以外が視聴することも禁じます。 

 

１５ 事務局 (問い合わせ先) 

   社会福祉法人 三重県社会福祉協議会 福祉育成支援課  

担当者：濵口、小倉、岩崎 

   住所：〒５１４－８５５２ 三重県津市桜橋２丁目１３１ 三重県社会福祉会館２階 

   TEL：０５９－２１３－０５３３ FAX：０５９－２２２－０３０５ 

   E メール：syogai@miewel.or.jp 

 


